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姶良市農業委員会総会議事録（２月） 

 

１．開催日時 平成３０年２月２８日（水） 午後１時３０分～３時２５分 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（１９人） 

 

 

欠席委員 なし 

 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（１１人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員 １２番委員 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第  １ 号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４． 議案第  ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５． 議案第  ３ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

６． 議案第  ４ 号 農地転用事業計画変更申請について 

７． 議案第  ５ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

８． 議案第  ６ 号 農地の利用目的変更願について 

９． 議案第  ７ 号 非農地証明願について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

松元 信道 

森  洋一 

岩元 律子 

野元 幸雄 

夏田  恒 

今西  馨 

本村 正一 

坂元 廣幸 

小長野  誠 

川島 兼次 

１１番

１２番

１３番

１４番

１５番

１６番

１７番

１８番

１９番

内村 洋昭 

西  泰行 

堂前 澄男 

今村 逸子 

内甑 達也 

松尾 博好 

瀬尾 幹男 

市薗 由美子 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 

犬童 博子 

宇都 和義 

７番

８番

９番

１０番

１１番

１２番

白尾 親昭 

牧野田 隆平 

大重 孝司 

上福元 克己 

松元 健一 

湯 博信 
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10．議案第  ８ 号 農地あっせん申出（借受希望）について 

11. 議案第  ９ 号 農地中間管理事業にかかる農地利用集積計画（貸借）の意見決定

について 

12. 議案第  10 号 姶良市ふるさと移住定住促進条例第２条第１項第１号に定める、

補助対象地区内における農地法第３条にかかる下限面積について 

13．        農地あっせんの経過報告 

14.         農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

15.                 その他 

             

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

振興係長 

振興係主査 

農地係長 

農地係参事補 

農地係主任主査 

加治木農林水産係長 

姶良農林水産係長 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（平成３０年２月） 

（大会議室に全員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、平成２９年度第１１回姶良市農業委員会総会を開会い

たします。 

ただいまの出席農業委員は１９名中、１９名で、定足数に達しており

ますので、総会は成立しております。 

  

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明 

 

 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、５番委員、６番委員にお願いいたします。 

 

会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の○○係長と○○主査を指名いたします。 

 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条の規定の議事参与

の制限により、農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその

配偶者に関する事項については、その議事に参与することができないと

なっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了までの

間、退席をお願いします。関係議案、終了後に入室・着席していただき

ます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号 

 

それでは、日程第３、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見

決定について議題に供します。 

１番から３４番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につい

てご説明いたします。総会資料は、１ページでございます。こちらは、

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地の利用権の設定で

す。農業委員会にて審査決定後、市長がこれを公告することにより、利

用権の効力が発生いたします。 

公告日は２月２８日、契約の始期は３月１日をそれぞれ予定いたして

おります。 

契約年数につきましては、２年間が１件、３年間が１０件、５年間が

１７件、７年間が１件、１０年間が５件で、合計３４件となっておりま

す。面積につきましては、合計６８，１８１㎡となっております。農用

地利用集積計画（貸借）の内容につきましては、総会資料の２ページか

ら８ページにございますので、ご確認いただきたいと思います。 

なお、総会資料の７ページ３０番から３４番までが１７番委員の関連

する議案となっております。こちらにつきましては、農業委員会等に関

する法律第３１条の規定、議事参与の制限に基づき、議案の採決に参加

できませんので、よろしくお願いします。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から３４番までについて質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある方は挙手をお願い

します。 

 

[質問、意見なし]  

 

それではお諮りいたします。 

議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての１番か

ら２９番までについて、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手

をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定

についての１番から２９番までについては、原案のとおり決定いたしま

した。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

なお、議案第１号３０番から３４番については、議事参与制限により、

関係者がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決いたしま

す。 

３０番から３４番の関係者、１７番委員の退席をお願いします。 

 

（１７番委員退席） 

 

それでは、３０番から３４番について質疑に入ります。質疑のある方

は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第１号３３番から３４番について、

原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定

について、３０番から３４番については原案のとおり決定いたしました。

１７番委員は着席してください。 

 

（１７番委員着席） 

 

 議案第２号 

 

次に、日程第４、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 

１番から８番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明いたします。総会資料は、９ページでございます。今月

の申請件数につきましては、８件となっております。 

先般、各担当委員におきまして事前調査がなされ、現地調査報告書の

１ページから８ページに調査書がございますので、ご審議の参考として

ください。 

それでは、１番につきましてご説明いたします。 

譲受人、平松在住の○○。譲渡人で、鹿児島市在住の○○、鹿児島市

在住の○○の売買による所有権移転です｡申請地の所在は、平松字東原田

○○番○ 田、○○番○ 田の計２筆、合計面積が４０４㎡です。以上

で１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１番推進委員に調査の結果並びに
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委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

補足説明をお願いします。 

 

１番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年２

月１６日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしまし

た。申請地は他の人が賃借していたが、契約が切れたため譲渡人から売

買の依頼があり購入されるとのことです。農機具は一通り全部揃ってい

ます。経験も十分あります。また、申請地は隣同士で管理されています。

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきましてご説明いたします。 

譲受人、増田在住の○○。譲渡人、増田在住の○○の親子間の贈与に

よる所有権移転です｡申請地の所在は、増田字上龍毛○○番 田、永瀬字

佃○○番 田、○○番○ 田の計３筆、合計面積３,０７１㎡です。以上

で２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、４番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

４番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年２

月２１日譲受人と譲渡人同時に聞き取りを行い、申請地を調査いたしま

した。申請地は現在耕作されております。農機具は、お父さんの所有で

すが一緒に耕作されていますので問題ありません。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきましてご説明いたします。 

譲受人、増田在住の○○。譲渡人は、鹿児島市在住の○○の贈与によ

る所有権移転です｡申請地の所在は、寺師字鐙川原○○番○ 畑、○○番

○ 畑、○○番 田、字道下○○番○ 畑、○○番 田、○○番 畑、

○○番○ 田、○○番○ 田の計８筆、合計面積４，７２０㎡です。以

上で３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年２

月１６日に譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしま

した。 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

譲受人は現在約２ｈａの田を夫婦で耕作しています。機械類については、

トラクター、田植え機、コンバイン、噴霧器、乾燥機、軽トラックを所

有しています。申請地はよく管理をされています。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきましてご説明いたします。 

譲受人、西姶良在住の○○。譲渡人、住吉在住の○○の贈与による所

有権移転です｡申請地の所在は、住吉字立神○○番 田 ２，７５５㎡で

す。以上で４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年２

月１５日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしまし

た。譲受人は約４反５畝の田を耕作しています。譲受人は譲渡人の娘婿

にあたります。機械類については、トラクター、田植え機、脱穀機、バ

インダー、軽トラックを所有しています。申請地は毎年本人が耕作をし

ています。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきましてご説明いたします。 

譲受人、蒲生町北在住の○○。譲渡人、蒲生町北在住の○○の親子間

の贈与による所有権移転です｡申請地の所在は、蒲生町北字渡瀬口○○番

○ 田、字五反田○○番 田、字鈴野○○番○ 田の計３筆、合計面積

２,６７８㎡です。以上で５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の５番に関連して、４番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

４番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年２月１

７日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしました。

譲受人は、労力、機械も経験もあり問題ありません。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の６番について事務局の説明を求めます。 



 

8 
 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

それでは、６番につきましてご説明いたします。 

譲受人、豊留在住の○○。譲渡人、北九州市在住の○○他２名の売買

による所有権移転です｡申請地の所在は、豊留字宮ノ前○○番 田 ４４

６㎡です。以上で６番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の６番に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

３番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年２

月２０日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしまし

た。当該農地は周囲の農地から孤立した位置にあり、譲受人の農道を通

らないといけない場所にあります。他の方が買い求めるような場所では

ないという場所です。譲受人の耕作状況は、現在、田を４８ａ。労働力

は十分あり、農業機械等についても、トラクター２台、田植え機、コン

バイン、乾燥機、噴霧器、播種機等共同で所有しています。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番につきましてご説明いたします。 

譲受人、西餅田在住の○○。譲渡人、下名在住の○○他１名の売買に

よる所有権移転です｡申請地の所在は、西餅田字小宇都○○番○ 田 １

１５㎡です。以上で７番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の７番に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

１番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年２月２

１日事務局とともに譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査

いたしました。譲受人は、現在、農地を約４,３００㎡耕作し、水稲果樹

等を夫婦で耕作されています。今回、果樹、特に柑橘類を植栽するため

当該地を購入するということで、耕作に必要な噴霧器、草刈機、トラッ

ク等を所有しています。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番につきましてご説明いたします。 

譲受人、蒲生町下久徳在住の○○。譲渡人、蒲生町下久徳在住の○○、

鹿児島市在住の○○の売買による所有権移転です｡申請地の所在は、蒲生
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

町下久徳字下川原○○番○ 田、○○番 畑の計２筆、合計面積６９９

㎡です。以上で８番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の８番に関連して、１０番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

１０番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年２月

１８日譲受人と譲渡人の立会いのもと現地で、聞き取りを行い、申請地

を調査いたしました。機械は、耕耘機、田植え機、刈払い機はあるが、

トラクター等の作業は、近くの○○さんが手伝ってくれるとのことでし

た。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

 

これより、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定

についての、１番から８番について一括して質疑に入ります。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定についての

１番から８番については、農地法第３条第２項の各号に該当しないため

許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成の委員の

挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から８番については、原案のとおり決定いたしま

した。 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 

１番から２番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定についてご

説明申し上げます。 

１番についてご説明申し上げます。 
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

   申請人は、東餅田在住の○○。土地の所在は、蒲生町西浦字アケシ○

○番○ 田 ３，５３７㎡です。農地区分は、農用地区域内農地です。

現在、農用地除外の申請中です。土地改良事業はなし。農地の広がりは

１０ｈａ未満です。除外後は、第２種農地のその他の農地になります。 

 転用目的は、山林です。申請理由は、長年、荒地で復田も不可能であ

り、イノシシも多いためです。資金は現在、通路として利用しているた

め不要です。土地改良区等はなし。被害防除計画書の添付があります。

３，０００㎡超えのため県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案

件となります。以上です。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、７番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

 ７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、農用

地区域内農地であるが、除外後は第２種農地となりその他の農地に該当

するため問題なし。申請地の位置は、西浦小学校から北に約１,５００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が原野と道、西が山林と原野、南が

田、北が山林です。申請実現の確実性は、自己資金もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構へ

の意見聴取案件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。

以上です。 

 

２番について事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

   申請人は、福岡県豊前市在住の○○。土地の所在は、平松字杉園迫田

○○番○ 田 ５８５㎡です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種

住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、貸駐車場です。申請理由は、貸駐車場に転用し、副収入

を得て税金の足しにしたいためです。資金は自己資金で対応し、水利組

合の意見書の添付があります。被害防除計画書の添付があります。以上

です。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１５番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

 １５番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、重富小学校から東に約３５０ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が田、南が宅地、北が宅

地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条

件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であ
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

ります。以上です。 

 

これより、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定

について、１番から２番について質疑に入ります。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について、

１番から２番について、原案のとおり意見決定及び許可決定することに

賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から２番は、原案のとおり意見の決定及び許可が

決定いたしました。なお、県農業委員会ネットワーク機構の決議に該当

する案件については意見聴取いたします。 

 

議案第４号 

 

つぎに、日程第６、議案第４号農地転用事業計画変更申請について議

題に供します。 

 

議長。 

 

２番委員。 

 

 議案第４号を審議する前に、議案第５号７番を審議しなくていいので

すか。 

 

事務局。 
 
事業計画変更を審議し、承認後に５条の許可申請を審議します。 
 
よろしいでしょうか。 

１番について事務局の説明を求めます。 

 
それでは、議案第４号農地転用事業計画変更申請についてご説明申し

上げます。 

１番についてご説明申し上げます。 

変更前の申請人が、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。土地の所
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

  

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

在は、平松字荒平○○番 田 １,２８７㎡、○○番 田 ９３９㎡、○

○番○ 田 ４５１㎡、合計３筆の２,６７７㎡です。当初の許可は、平

成２９年８月４日付けの５条許可で、転用目的は資材置場でした。変更

後の申請人は、同一です。土地の所在は、平松字荒平○○番 田 １,２

８７㎡、○○番 田 ９３９㎡、○○番○ 田 ４５１㎡。これまでが、

変更前と同一です。○○番 田 ３３２㎡、○○番○ 田 １,１１９㎡、

○○番 田 １,０１８㎡、○○番 田 ４３４㎡、４筆の２,９０３㎡

が追加され、合計７筆の５,５８０㎡です。転用目的も同一です。理由は、

業務拡張により資材の置場が広く必要となり、急遽事業に入ろうとした

が、今回譲受希望のあった４筆を加えて資材置場を変更造成するためで

す。議案第５号７番と関連があります。以上です。 

 

ただいまの事務局説明に関連して１５番委員に、議案第５号農地法第

５条の規定による許可申請の処分決定についての７番とも関連がありま

すので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

１５番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

２種農地であるが、その他の農地に該当するため問題なし。申請地の位

置は、城瀬公民館から南に約５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東

が県道、西が田、南が宅地と田、北が田と山林です。申請実現の確実性

は、自己資金証明もあり確実であります。条件及び特記事項はなし。総

合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

これより、議案第４号農地転用事業計画変更申請について、１番につ

いて、一括して質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第４号農地転用事業計画変更申請について、１番について、原案

のとおり意見決定及び許可することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号農地転用事業計画変更申請についての１

番について、原案のとおり意見決定及び許可が決定いたしました。 

 

議案第５号 

 

次に、日程第７、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

なお、１４番については取り下げとなりましたので、１番から１３番

及び１５番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明申し上げます。 
１４番については、２月２７日付けで取り下げの申請がありました。

１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、大阪市在住の○○。譲渡人、東京都在住の○○。土地の所在

は、松原町二丁目○○番○ 畑 ２５３㎡です。権利内容は、所有権移

転です。農地区分は、都市計画内の用途が第二種中高層住居専用地域内

にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、一般住宅１棟の建築面積１００．９２㎡です。申請理由

は、譲受人の両親が借家住まいのため、申請地に両親用の家を建築する

ためです。資金は融資で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のため

不要です。被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１６番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１６番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、松原簡易郵便局から北東に約１

００ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が市道、南が宅地、

北が宅地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。以上です。 

 

次の２番について事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

譲受人、永池町在住の○○。譲渡人、福岡市在住の○○。土地の所在

は、池島町○○番○ 畑 ２８９㎡です。権利内容は所有権移転です。

農地区分は、都市計画内の用途が第一種中高層住居専用地域内にある農

地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は、一般住宅１棟の建築面積１０７．６５㎡です。申請理由

は、現在、賃貸住宅に居住中のため、自己所有の戸建て住宅を建築する

ためです。資金は融資で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のため

不要です。被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１６番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 
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議 長 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、重富中学校から北に約４０ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が宅地、南が市道、北が宅

地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件及

び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見でありま

す。以上です。 

 

次の３番について事務局の説明を求めます。 

 

３番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、平松在住

の○○。土地の所在は、平松字池田○○番 田 ５７８㎡です。権利内

容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が準工業地域内に

ある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、宅地造成（２区画）を造成

するためです。資金は融資で対応し、土地改良区の意見書の添付があり

ます。被害防除計画書の添付があります。以上です。 
 

ただいまの説明に関連して、１５番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１５番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、姶良警察学校から南西に約１０

ｍの位置です。被害防除の現況は、東が水路、西が農道、南が田、北が

市道です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件

及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であり

ます。以上です。 

 

次の４番について事務局の説明を求めます。 

 

４番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、兵庫県尼

崎市在住の○○。土地の所在は、西餅田字辰喰○○番○ 田 ７３７㎡

です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が第

一種中高層住居専用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断され

ます。  

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、申請地は国道や小学校に近

く、通勤や通学に便利であり、宅地分譲（３区画）を建設するのに最適

地なためです。資金は自己資金と融資で対応し、水利組合の意見書の添

付があります。被害防除計画書の添付があります。補足して申し上げま

す。現地調査の際に、北側の水路側の土羽の高さが足りないのではとの
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議 長 
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指摘がありましたが、地固めをして基礎のコンクリートをうち、その上

に施工するとの回答がありました。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１７番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、五社神社から西に約３５０ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が畑、西が宅地、南が道路、北が水路

です。申請実現の確実性は、自己資金証明も融資証明もあり確実であり

ます。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の

立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可

意見であります。以上です。 

 

次の５番について事務局の説明を求めます。 

 

５番についてご説明申し上げます。 

譲受人、霧島市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人は４名で、東

餅田在住の○○。土地の所在は、東餅田字加祢ケ原○○番○ 田 ７９

㎡、○○番○ 田 ２４５㎡、合計２筆の３２４㎡です。東餅田在住の

○○。土地の所在は、東餅田字加祢ケ原○○番 田 ４６６㎡、○○番

○ 田 ６０２㎡、合計２筆の１,０６８㎡です。東餅田在住の○○。土

地の所在は、東餅田字加祢ケ原○○番 田 １，３０２㎡です。東餅田

在住の○○。土地の所在は、東餅田字加祢ケ原○○番 田 １，１９６

㎡です。合計６筆の３，８９０㎡です。権利内容は所有権移転です。農

地区分は、都市計画内の用途が第二種住居地域内にある農地ですので、

第３種農地と判断されます。 

転用目的は、宅地造成です。申請理由は、申請地は小学校、国道にも

近く住宅も増えていることから宅地分譲（１４区画）として最適地と考

えたためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見書の添付が

あります。被害除計画書の添付があります。３，０００㎡を超えるため

県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。以上です。

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１８番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、コスモス姶良店の東側隣接地で

す。被害防除の現況は、東が宅地、西が宅地、南が道路、北が田です。

申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条件及び特

記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準

について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件

とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 



 

16 
 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

次の６番について事務局の説明を求めます。 

 

６番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の有限会社○○代表取締役○○。譲渡人、東餅田在住

の○○。土地の所在は、東餅田字西七反田○○番○ 畑 ７９６㎡です。

権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種中

高層住居専用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。

転用目的は、宅地造成です。申請理由は、周辺地域が住宅街のため、

宅地分譲するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等の意見

書は区域外のため不要です。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

３番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐駅から南西に約５００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が道路敷地、西が宅地、南が宅地、

北が市道です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。以上です。 

 

次の７番について事務局の説明を求めます。 

 

７番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人は２名で、平

松在住の○○。土地の所在は、平松字荒平○○番 田 ３３２㎡、○○

番 田 １，０１８㎡、○○番○ 田 １，１１９㎡、合計３筆の２，

４６９㎡です。静岡県藤枝市在住の○○。土地の所在は、平松字荒平○

○番 田 ４３４㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、農

地の広がりが１０ｈa未満ですので、第２種農地と判断されます。 

 転用目的は、資材置場です。申請理由は、業務拡張により資材の置場

が広く必要となり、急遽事業に入ろうとしたが、もう４筆加えて資材置

場を変更造成するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等の

意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。議

案第４号１番と関連があります。隣接地○○番 雑種地 ９３９㎡、○

○番○ 雑種地 ４５１㎡、○○番 雑種地 １，２８７㎡と一体利用

し、全事業面積は５，５８０㎡です。以上です。 

 

本案件については、議案第４号１番で、１５番委員から報告済であり

ますので補足説明については、省略いたします。 

次の８番について事務局の説明を求めます。 
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８番についてご説明申し上げます。 

譲受人、西宮島町在住の○○。譲渡人、平松在住の○○。土地の所在

は、永池町○○番○ 畑 ３５６㎡です。権利内容は所有権移転です。

農地区分は、都市計画内の用途が第一種中高層住居専用地域内にある農

地ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、一般住宅１棟の建築面積１４２㎡です。申請理由は、現

在、借家住まいのため、申請地に自己住宅を建築するためです。資金は

融資で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。被害防

除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１６番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１６番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、Ａコープ重富店から北に約２０

０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が宅地、南が畑、北

が畑です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件

及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であり

ます。以上です。 

 

次の９番について事務局の説明を求めます。 

 

９番についてご説明申し上げます。 

譲受人、西餅田在住の○○。譲渡人、福岡市在住の○○。土地の所在

は、松原二丁目○○番○ 畑 ２７０㎡です。権利内容は所有権移転で

す。農地区分は、都市計画内の用途が第一種中高層住居専用地域内にあ

る農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は一般住宅１棟の建築面積８７．３６㎡です。申請理由は、

借家住まいであり、自己の住宅を建築するためです。資金は融資で対応

し、土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の

添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

３番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、松原簡易郵便局から北東に約

１５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が宅地、南が宅

地、北が宅地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意
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見であります。以上です。 

 

次の１０番について事務局の説明を求めます。 

 

１０番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人は３名で、鹿

児島市在住の○○他１名。土地の所在は、加治木町反土字東塩入○○番

○ 田 ８６０㎡です。譲渡人、加治木町日木山在住の○○。土地の所

在は、加治木町反土字東塩入○○番 田 １，１０３㎡です。譲渡人、

加治木町日木山在住の○○。土地の所在は、加治木町反土字東塩入○○

番 田 ８７７㎡、○○番○ 田 １１９㎡の合計２筆の９９６㎡です。

合計４筆の２，９５９㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、

都市計画内の用途が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地

と判断されます。 

転用目的は宅地造成です。申請理由は、宅地分譲（１０区画）として

利用するためです。資金は自己資金で対応し、水利組合の意見書の添付

があります。被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、６番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

６番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、国道事務所から北西に約１０

０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が道路、西が雑種地、南が宅地、

北が宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。以上です。 

 

次の１１番について事務局の説明を求めます。 

 

１１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の有限会社○○代表取締役○○。譲渡人、下名在住の

○○。土地の所在は、西餅田字小宇都○○番○ 田 ３１㎡、○○番○

田 ７８９㎡、合計２筆の８２０㎡です。権利内容は所有権移転です。

農地区分は、都市計画内の用途が準工業地域内にある農地ですので、第

３種農地と判断されます。 

転用目的は宅地造成、駐車場です。申請理由は、当地を宅地分譲の計

画にいたる。生産区画数、宅地３区画、駐車場、普通車７台を計画。宅

地、公衆道路と一体利用するためです。資金は融資で対応し、土地改良

区等の意見書は区域外のため不要です。現地調査の際に、すでに地積調

査をされていましたので、２月２６日付けで始末書の提出がありました。

補足して申し上げます。こちらは、以前、産廃用地として転用の申請が
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ありました。当時は、県が所管しており、農業委員会としては不許可の

意見を提出したところです。結局、姶良市も産廃用地としては使用せず、

不許可となっています。隣接地○○番○ 宅地 ２㎡、○○番○ 宅地

３８㎡、○○番○ 宅地 ４．２８㎡、○○番○ 宅地 ３３㎡、○○

番○ 里道 ２７㎡と一体利用し、全事業面積が９２４．２８㎡です。

追認のため県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となりま

す。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１７番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐中学校から西に約２５０ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が道路、西が道路、南が道路、北が

宅地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件

及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴

取案件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。

 

次の１２番について事務局の説明を求めます。 

 

１２番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、宮崎県延岡

市在住の○○。土地の所在は、加治木町木田字江湖○○番○ 田 ６３

０㎡、○○番○ 田 ４９６㎡、合計２筆の１，１２６㎡です。権利内

容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が準工業地域内に

ある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は駐車場と資材置場です。申請理由は、事業拡大のため、駐

車場と資材置場として使用したいためです。資金は自己資金で対応し、

土地改良区の意見書の添付があります。被害防除計画書の添付がありま

す。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、６番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

６番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、加治木記念病院から南東に約

１００ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地と雑種地、西が雑種

地、南が宅地、北が雑種地です。申請実現の確実性は、自己資金証明も

あり確実であります。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、

転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員と

しましては許可意見であります。以上です。 
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次の１３番について事務局の説明を求めます。 

 

１３番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、加治木町本

町在住の○○。土地の所在は、加治木町木田字中尾立○○番 田 ８１

８㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途

が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。

転用目的は資材置場です。申請理由は、事業の拡大に伴い、現在使用

している資材置場が狭すぎるので、資材置場を広く確保する必要がある

ためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見書の添付があり

ます。始末書の添付があります。被害防除計画書の添付があります。追

認のため県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。

以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、６番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

６番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、加治木記念病院から東に約１

５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が宅地、南が雑種

地、北が里道です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であ

ります。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準

の立地及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機

構への意見聴取案件とし、現地調査委員としましては許可意見でありま

す。以上です。 

 

次の１５番について事務局の説明を求めます。 

 

１５番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人は２名で、西

餅田在住の○○。土地の所在は、西餅田字下川屋○○番○ 田 ７１５

㎡です。譲渡人、福岡市在住の○○。土地の所在は、西餅田字下川屋○

○番○ 田 ７１５㎡です。合計２筆の１，４３０㎡です。権利内容は

所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種住居地域内に

ある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は貸駐車場です。申請理由は、申請地周辺には、ショッピン

グモール、病院、共同住宅があり、駐車場の需要が見込まれるためです。

資金は融資で対応し、土地改良区の意見書は、除外済のため不要です。

被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 
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議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

１８番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、イオンタウンから北に約２５０

ｍの位置です。被害防除の現況は、東が道路、西が道路、南が宅地、北

が宅地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条

件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であ

ります。以上です。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定

について、１番から１３番及び１５番までについて一括して質疑に入り

ます。質疑のある方は挙手をお願いします。 

  

[質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定についての

１番から１３番及び１５番までについて原案のとおり、意見決定及び許

可することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から１３番及び１５番について、原案のとおり意

見決定及び許可が決定いたしました。なお、県農業委員会ネットワーク

機構の決議に該当する案件については意見聴取いたします。 

 

議案第６号 

 

次に、日程第８、議案第６号農地の利用目的変更願について議題に供

します。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号農地の利用目的変更願についてご説明申し上げ

ます。 

 １番についてご説明申し上げます。 

申請人、中津野在住の○○。所有者、住吉在住の○○。土地の所在は、

住吉字トウベ○○番 畑 ４１７㎡です。農地区分は、広がりが１０ｈ

ａ以上の一団の区域内にある農地ですので、第１種農地と判断されます。

土地改良事業はなし。変更後の使用目的は、農業用倉庫です。申請理由

は、申請地に農業用倉庫、建築面積７２．２㎡を建築したいためです。

 

ただいまの説明に関連して、１７番委員に調査の結果並びに補足説明
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

をお願いします。 

 

１７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

１種農地です。申請地の位置は、永瀬公民館から北に約２００ｍの位置

です。被害防除の現況は、東が道路、西が宅地、南が道路、北が畑です。

申請実現の確実性は、農業用機械倉庫として利用するので確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、現地調査委員とし

ましては承認意見であります。以上です。 

 

これより、議案第６号農地の利用目的変更願についての１番について

質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第６号農地の利用目的変更願につい

ての１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手を

お願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号農地の利用目的変更願についての１番に

ついては、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

次の議案に入る前に休憩といたします。 

（休憩） 

 

時間になりましたので、議事を再開したいと思います。 

 

議案第７号 

 

次に、日程第９、議案第７号非農地証明願について議題に供します。

１番から３番について説明をお願いします。 

まずは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号非農地証明願についてご説明申し上げます。 

 １番についてご説明申し上げます。 

申請人、西餅田在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、東餅

田字野崎○○番○ 畑 ２３１㎡です。農地区分は、都市計画内の用途

が第二種中高層住居専用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断

されます。変更年月日は昭和６１年４月３０日です。現況は宅地です。

申請理由は母が転用許可をとったが、登記をしていなかったためです。

以上です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

ただいまの説明に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

３番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地です。申請地の位置は、帖佐駅から北東に約１５０ｍの位置

です。周囲の現況は、東が宅地、西が鉄道用地、南が宅地、北が通路で

す。非農地として認定するやむを得ない理由は、宅地として３１年が経

過しており、建物もたっている状況でやむを得ないものと認める。条件

及び特記事項はなし。総合意見としまして、現地調査委員としましては

承認意見であります。以上です。 

 

次の２番について、事務局の説明を求めます。 

 

 ２番についてご説明申し上げます。 

申請人、増田在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、増田字

郷屋○○番 畑 ４８㎡です。農地区分は、広がりが１０ｈａ以上の一

団の区域内にある農地ですので、第１種農地と判断されます。土地改良

事業はなし。変更年月日は平成５年です。現況は宅地です。申請理由は

平成５年より宅地となったためです。以上です。 
 

ただいまの説明に関連して、１７番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

１種農地です。申請地の位置は、三船郵便局から南東に約１００ｍの位

置です。周囲の現況は、東が田、西が宅地、南が宅地、北が宅地です。

非農地として認定するやむを得ない理由は、宅地となって２４年が経過

しているのでやむを得ないものと認める。条件及び特記事項はなし。総

合意見としまして、現地調査委員としましては承認意見であります。以

上です。 

 

次の３番について、事務局の説明を求めます。 

 

 ３番についてご説明申し上げます。 

申請人、東餅田在住の○○、他２名。所有者も同一です。土地の所在

は、東餅田字東丁原○○番○ 畑 ３０４㎡です。農地区分は、都市計

画内の用途が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断

されます。変更年月日は昭和４７年１２月１日です。現況は宅地の一部

です。申請理由は隣接地○○番○と一体的に造成工事を行い、昭和４７

年１２月１日に建物が新築された際、庭や駐車場として利用し非農地と

なったためです。以上です。 
 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明
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議 長 

 

 

をお願いします。 

 

１８番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地です。申請地の位置は、八日町公民館から西に約１５０ｍの位

置です。周囲の現況は、東が宅地、西が道路、南が道路、北が宅地です。

非農地として認定するやむを得ない理由は、宅地の一部となっていから

４５年が経過しており、やむを得ないものと認める。条件及び特記事項

はなし。総合意見としまして、現地調査委員としましては承認意見であ

ります。以上です。 

 

これより、議案第７号非農地証明願についての１番から３番について

一括して質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第７号非農地証明願についての１番

から３番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手を

お願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第７号非農地証明願についての１番から３番に

ついては、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

 議案第８号 

 

次に、日程第１０、議案第８号農地あっせん申出（借受希望）につい

て議題に供します。 

１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号農地あっせん申出（借受希望）についてご説明

いたします。総会資料は、２２ページでございます。今月の申請につき

ましては、１件となっております。参考資料につきましては、７８ペー

ジから７９ページになりますので、ご審議の参考としてください。 

それでは、１番をご説明いたします。内容につきましては、借受です。

申請者は、東餅田在住の○○。希望地区は、蒲生町白男、北、小川内。

希望面積は、２，０００㎡の田でイチジク、里芋等を予定しています。

希望期間は５年以上。希望小作料は標準額となっています。以上、議案

第８号の説明を終わります。 
 

これより、議案第８号１番について質疑に入ります。質疑のある方は

挙手をお願いします。 
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「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第８号農地あっせん申出（借受希望）

についての１番について、原案のとおり受理することに賛成の委員は、

挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第８号農地あっせん申出(借受希望) についての

１番については、原案のとおり受理することに決定いたしました。 

次に、ただいま承認された議案第８号のあっせん申出に係わる地区あ

っせん委員の選出について協議していただきます。 

各地区それぞれの委員の中から選出していただきたいと思います。 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

「意見なし」 

  

いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

 議案第８号農地あっせん申出（借受希望）についての、１番について

は、４番委員、７番委員にお願いしたいと思います。 

事務局案でよろしいでしょうか。 

 

「はい」 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたします。

 

議案第９号  

 

次に、日程第１１、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（賃借）の意見決定について議題に供します。 

事務局の説明を求めます 

 

それでは、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画

（貸借）の意見決定について、ご説明します。資料は、２３ページから

３０ページですので、審議の参考にしてください。 

 本案件につきましては、議案第１号の農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定と同様ではございますが、農地中間管理事業により集積された

もので、借主が中間管理機構ですので別議案として上程いたします。な

お、１０８番から１１０番が７番委員、１１１番が１８番委員、１１２

番が５番委員の関連する議案となっております。これにつきましては、

農業委員会等に関する法律第３１条の規定、議事参与の制限に基づき、

議案の採決に参加できませんので、よろしくお願いします。また、１１

２番から１１８番につきましては、貸出者が機構となっており、耕作者
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の変更に伴う、貸借の始期と耕作者の変更となっておりますのでよろし

くお願いいたします。 

 利用権を設定する者の氏名又は名称につきましては、２５ページから

３０ページに各筆の明細が記載してありますのでご確認ください。２３

ページをお開きください。利用権設定を受ける者の氏名又は名称につい

ては、公益財団法人 鹿児島県地域振興公社 理事長 弓指 博昭です。

募集期は、平成２９年Ⅶ期です。利用権設定開始日は、平成３０年３月

３１日からとなります。今回の募集期は、本年の１２月中に公募を行い、

本市で配分計画案を作成した後に、機構が配分計画を策定したもので、

本市農業委員会の決定を受け、市が公告し、県が配分計画を公告・認可

することで効力が発生します。 

 今回、中間管理機構を借主として利用権の設定をしようとするものは、

全体で１１１筆、農地面積は１１９，６８６㎡です。設定する期間は、

５年が４筆、１０年が１０７筆です。 

資料の２４ページをご覧ください。借換区分別の集計と集積率につい

てご説明します。 

今回の設定する地域は、寺師地区、蒲生町の北地区、白男地区、西浦

地区です。 

まず、寺師地区につきましては、借換区分は新規のみ、１筆の面積１，

３１６㎡です。権利別は賃貸借のみ、期間別は１０年のみとなっており

ます。 

続きまして蒲生町北地区につきましては、全体で４筆の面積７，７４

４㎡です。借換区分は、載せ換えのみです。権利別は賃貸借のみ、期間

別は５年が１筆の１，０６４㎡、１０年が３筆の６，６８０㎡となって

おります。 

蒲生町白男地区につきましては、全体で１３筆の面積１７，７７６㎡

です。借換区分は、新規が１筆の２，８２３㎡、権利別は賃貸借、期間

別は１０年のみとなっております。載せ換えが１２筆の１４，９５３㎡、

権利別は使用貸借が３筆の２，６９６㎡、賃貸借が９筆の１２，２５７

㎡、期間別は５年が１筆の１，９５８㎡、１０年が１１筆の１２，９９

５㎡となっております。 

蒲生町西浦地区につきましては、全体で９３筆の面積９２，８５０㎡

です。借換区分は、新規が２筆の３，０２５㎡、権利別は使用貸借、期

間別は１０年のみとなっております。ＡｔｏＡが４４筆の４５，２１６

㎡、権利別は賃貸借のみ、期間別は５年が２筆の１，８５７㎡、１０年

が４２筆の４３，３５９㎡となっております。載せ換えが４７筆の４４，

６０９㎡、権利別は使用貸借が２０筆の１６，８６９㎡、賃貸借が２７

筆の２７，７４０㎡、期間別は１０年のみとなっております。 

なお、地域集積の表については、今回設定する重点地区の蒲生町北地

区、白男地区及び西浦地区の今回の集積率になります。面積及び集積率

についてはお目通しの上、ご確認ください。なお、寺師地区については、

個別申請となっておりますので、集積率には記載しておりません。ご了

承ください。以上で、議案第９号の説明を終わります。 
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 それでは、１番から１０７番について、一括して質疑に入ります。 た

だ今の事務局からの説明について、質疑のある方は挙手をお願いします。

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定についての１番から１０７番について、原案のとおり決定する

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集

積計画（貸借）の意見決定についての、１番から１０７番については原

案のとおり決定いたしました。 

なお、議案第９号１０８番から１１０番については、議事参与制限に

より、関係者がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決い

たします。 

１０８番から１１０番の関係者、７番委員の退席をお願いします。 

 

（７番委員退席） 

 

それでは、１０８番から１１０番について、一括して質疑に入ります。

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第９号１０８番から１１０番について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号１０８番から１１０番については原案の

とおり決定いたしました。 

７番委員は着席してください。 

 

（７番委員着席） 

 

次に、議案第９号１１１番については、議事参与制限により、関係者

がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決いたします。 

１１１番の関係者、１８番委員の退席をお願いします。 
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（１８番委員退席） 

 

それでは、１１１番について質疑に入ります。質疑のある方は挙手を

お願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第９号１１１番について、原案のとおり決定することに賛成の委

員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号１１１番については原案のとおり決定い

たしました。 

１８番委員は着席してください。 

 

（１８番委員着席） 

 

次に、議案第９号１１２番については、議事参与制限により、関係者

がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決いたします。 

１１２番の関係者、５番委員の退席をお願いします。 

 

（５番委員退席） 

 

それでは、１１２番について質疑に入ります。質疑のある方は挙手を

お願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第９号１１２番について、原案のとおり決定することに賛成の委

員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号１１２番については原案のとおり決定い

たしました。 

５番委員は着席してください。 

 

（５番委員着席） 
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次に、１１３番から１１８番について、一括して質疑に入ります。質

疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第９号１１３番から１１８番について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号１１３番から１１８番については原案の

とおり決定いたしました。 

 

議案第１０号  

 

 次に、日程第１２、議案第１０号姶良市ふるさと移住定住促進条例

第２条第１項第１号に定める、補助対象地区内における農地法第３条に

係る下限面積について議題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第１０号姶良市ふるさと移住定住促進条例第２条

第１項第１号に定める、補助対象地区内における農地法第３条に係る

下限面積について、ご説明します。総会資料の３１ページが上程内容、

３２ページから３４ページが本件に係る資料となりますので審議の参考

にしてください。 

 本議案につきましては、姶良市ふるさと移住定住促進条例が制定さ

れたことを受け、条例第２条第１項第１号に定める、補助対象地区内

における農地法第３条に係る下限面積の見直しを行い、承認を受けよう

とするものです。 

つきましては、本年度１１月の農業委員会総会において承認を受け、

設置されました下限面積検討委員会の委員長の１番委員より検討委員会

の決定した事項について報告をしていただきますので、ご審議方よろし

くお願いします。以上で、議案第１０号の説明を終わります。 

 
ただいまの説明に関連して下限面積検討委員会の委員長の１番委員

に、審議の結果について報告、説明をお願いします。 

 

１番委員です。本件につきましては、本年度１１月の農業委員会総会

において、条例第２条第１項第１号に定める、補助対象地区内におけ

る農地法第３条に係る下限面積見直しを行うめに下限面積検討委員会が

設置されました。 

当委員会は、平成２９年１２月１２日及び平成３０年２月１３日と２

回の検討会を開催し、７名の委員で慎重に検討いたしました。姶良市ふ
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るさと移住定住促進条例第２条第１項第１号に定める、補助対象地区

内における農地法第３条に係る下限面積を本日の総会資料３１ページの

内容のとおり決定いたしましたので私からご報告いたします。 

 それでは、総会資料の３１ページをご覧ください。下限面積検討委員

会の決定事項を読み上げてご報告とさせていただきます。 

１、条例第２条第１項第１号に定める、補助対象地区内における農

地取得の下限面積を 1 ㎡とする。但し、農業振興地域の整備に関する法

律第８条第２項第１号の農用地区域外農地とする。 

２、適用期間は、条例の期限と同様、平成３２年３月３１日までとす

る。 

３、対象者は、条例第３条第１項第１号に定める、住宅を新築若しく

は購入又は中古住宅を購入した補助対象者とする。 

４、農地取得に際しては、農地法第３条の許可を得なければならな

い。農地として使用する旨の誓約書・営農計画書の提出を要する。最

低５年の耕作を義務付ける。 

５、施行日は、総会の決議を経て公告日からとする。 

以上の事項を検討委員会で決定しましたが、当該条例の設置趣旨の本

市の中山間地域の活性化と均衡ある発展を図るとともに、空き家の有効

活用を図り、豊かで活力に満ちた持続可能な地域づくりを推進するとと

もに、本市農業委員会としましては、借り手や耕作が見込めない耕作放

棄された農地の再生のみならず、さらに新規就農を希望する方が、農地

を取得しやすくなることになり、将来的には規模拡大を図り、地域の担

い手となることが期待できるかと思います。以上で、下限面積検討委員

会担当委員の報告を終わります。 
 
議案第１０号について質疑に入ります。ただいま事務局及び下限面積

検討委員会委員長からの報告、説明について、質疑のある方は挙手をお

願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第１０号姶良市ふるさと移住定住促進条例第２条第１項第１号に

定める、補助対象地区内における農地法第３条に係る下限面積について、

原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１０号姶良市ふるさと移住定住促進条例第２

条第１項第１号に定める、補助対象地区内における農地法第３条に係る

下限面積については、原案のとおり決定いたしました。 

 委員の皆様、ご多忙のところ誠にご苦労様でした。 
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農地あっせんの経過報告 

 

次に、日程第１３、農地あっせんの経過報告について、進展がありま

したら報告をお願いします。 

まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの経過報告をいたします。資料の２ページを

ご覧ください。 

２１番につきましては、つい先日溝辺在住の方から、購入を検討して

いるとのことで連絡がありました。また検討結果を連絡するとのことで

す。 

続きまして、４ページをご覧ください。４７番につきましては、北・

白男近辺に農地を探している方がおりまして、その方にこの農地を紹介

し、検討をしていただいております。 

続きまして、６ページをご覧ください。６１番につきましては、現在

寺師で野菜を作られていますが、そのすぐ近くの農地で耕作者を探して

いる方がいたため、その農地を紹介したところ、今回の総会にて利用権

が設定されたところでございます。引き続きまた紹介を受けたいとのこ

とです。以上で報告を終わります。 

 

あっせん委員から、何か報告等ございませんか。 

５番委員。 

 

５番委員です。先ほど地区の話し合いのなかで検討をしました。４８

番の○○さんは、なかなか買い手がいないため、現在○○さんが借りて

耕作しているのでなくしてほしいとのことでした。その他については、

事務局職員の○○さんへ伝えていますので検討をお願いします。 

 

他にございませんか。 

 それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

農用地利用集積計画合意解約 

 

次に、日程第１４、農用地利用集積計画の合意解約報告について、事

務局の説明を求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告をいたします。

２月は、４５件が提出されております。内容につきましては、別紙、合

意解約（２月分）をのちほどご確認下さい。こちらにつきましては、議

決不要案件となっておりますのでご理解よろしくお願いいたします。 

また、前回総会時に提案のありました現地確認につきましては、今回

から各担当委員に総会資料の配布時に現地確認をお願いしており、原状

回復していない場合は、事務局までご連絡いただくようにしてございま
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す。確認結果についての総会報告は特に必要ありません。なお、中間管

理事業への推進や耕作者の変更によるもの等確認が必要ないものに関し

ましては、現地確認から除いてあります。以上で報告を終わります。 

 

ただ今の事務局説明について、発言のある方は、挙手をお願いします。

   

「質問・意見なし」 

 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

その他 

 

それでは日程１５、その他でございますが、委員の方から何かござい

ませんか。 

１０番推進委員。 

 

○合意解約後の原状回復がされていない農地への指導確認 

 

他にございませんか。 

それでは、以上で、本日の議案の審議ならびに、報告事項はすべて終

了いたしました。 

事務局から何かありますか。 

 

○平成３０年度賃借料情報、農作業賃金等標準額について報告 

○戸別訪問のアンケート調査について説明 

○地区意見交換会について確認 

 

他にございませんか。 

それでは以上をもちまして、平成２９年度第１１回姶良市農業委員会

総会を閉会いたします。 

 

〔閉会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。  
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